
令和６年６月６日・18日の両日に
改正安衛則「新たな化学物質規制」

説明会を開催しました。

近年の化学物質に起因する労働災害の現状を踏まえ、化
学物質による危険の防止等について、事業者が自律的に管
理を行っていただくため、労働安全衛生規則（安衛則）の
改正がなされ令和４年５月から順次、施行されています。

安衛則の改正内容等について、新潟産業保健総合支援セ
ンター産業保健相談員の田村三樹夫氏を講師としてお招き
し、新たな化学物質規制の概要や化学物質に関するリスク
アセスメント手法等に関する講話をいただきました。
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